
(注1)

(注2)
ただし、新入生に対する一部給付の早期化については、基準日は４月１日です。

「高校生等」とは、国公私立の高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校（１～３学年）、専修学校及び各種学校のうち高等
学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定める学校の生徒又は学生をいいます。

基準日は７月１日です。

Ｃ．道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税で、複数の高校生等がいる世帯又は高校生等
以外に１５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯

Ｃ－①
複数の高校生等がいる世帯の２人目以降の通信制以外の私立高等学校等
に通う高校生等

１３８，０００円

Ｃ－②
高校生等以外に１５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満の扶養されている兄
弟姉妹がいる世帯の通信制以外の私立高等学校等に通う高校生等

１３８，０００円

専攻科の生徒であって、道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税であ
る世帯

３８，１００円

Ｂ．道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯
Ｂ－① 通信制以外の私立高等学校等に通う高校生等 １０３，５００円

Ｂ－② 通信制の私立高等学校等に通う高校生等 ３８，１００円

Ａ．生活保護受給世帯（生活保護受給世帯であって生業扶助を受給している世帯）
Ａ－① 通信制以外の私立高等学校等に通う高校生等 ５２，６００円

Ａ－② 通信制の私立高等学校等に通う高校生等 ５２，６００円

高校生等奨学給付金 支給確認表

該当しません

高校生等奨学給付金の対象となりますので、申請書に必要書類を添えて提出してください。

「生活保護

受給世帯」

で、通信制

以外の高校

生等は「Ａ－

①」、通信制

の高校生等

は「Ａ－②」

です。

「非課税世帯」

で、通信制の

高校生等は

「Ｂ－②」、専

攻科の高校生

については

「専攻科の給

付額」、それ以

外に高校生等

がいる場合は

「Ｃ－①」です。

「非課税世

帯」で、「Ｃ－

②」です。

いいえ

はい

はい

いいえ

はい

生活保護受給世帯であって生業扶助を受給していますか？

いいえはい

保護者等全員の「道府県民税所得割」及び「市町村民税所得割」が非課税の世帯又は、

家計急変による収入の減少で非課税世帯に相当する世帯ですか？

通信制又は専攻科の高校生等はいますか？

高校生等以外に１５歳（中学生を除く。）以上

２３歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいますか？

いいえ

該当しませんはい いいえ

保護者等が在住す

る都道府県にお問

合せください

保護者等が福岡県内に住所を有していますか？

はい いいえ

はい
いいえ

複数の高校生等がいますか？

「非課税世帯」で、１人目の

高校生等は「Ｂ－①」、２人

目以降の高校生等につい

ては「Ｃ－①」です。

「非課税世

帯」で、「Ｂ－

①」です。

令和２年７月１日現在、学校に在籍していますか？


